
 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人玉野医療センター 

令和４年度の業務実績に関する評価結果 
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玉野市 



地方独立行政法人玉野医療センターの概要

１．現況（令和５年３月３１日現在）

（１）法人名 地方独立行政法人玉野医療センター （６）職員数（令和４年度末現在）

正職員 再雇用職員 任期付職員 パート 計

（２）所在地 岡山県玉野市宇野２丁目３番１号 13 人 4 人 0 人 63 人 80 人

112 人 10 人 3 人 41 人 166 人

（３）設立年月日 令和３年４月１日 74 人 3 人 0 人 6 人 83 人

27 人 1 人 2 人 17 人 47 人

（４）運営する病院 17 人 2 人 1 人 38 人 58 人

243 人 20 人 6 人 165 人 434 人

玉野市民病院 玉野市宇野２丁目３番１号 一般病床 １９９床

計 １９９床 ２．地方独立行政法人玉野医療センターの理念、方針

（１）基本理念

玉野三井病院 玉野市玉３丁目２番１号 一般病床 ６０床

療養病床 ５０床

計 １１０床

（５）役員の状況

（２）基本方針・経営方針

玉野三井病院 病院長 １．地域の中核病院として、急性期から慢性期、予防医療まで全ての健康の

玉野市民病院 病院長 　　トータルマネジメントを提供します。

玉野市民病院 名誉病院長 ２．病める方の権利と意思を尊重した、安心・安全な医療を行います。

医療法人平成博愛会 理事長 ３．地域との医療連携を深め、暮らしに密着した信頼される医療づくりに

岡山大学病院 病院長 　　貢献します。

公認会計士・税理士 ４．優れた医療従事者の人材育成に努め、医療の質の向上をめざします。

弁護士 ５．健全で自立した病院経営を行います。

そんな玉野の地で生きる人を支え続けます。

計

小林　裕彦

山原　茂裕

おだやかに育ち、

力強く根を張り、

そして玉野の地で安らかに生の終わりと向き合う。

三島　康男

前田　嘉信

職種

そ の 他 職 種

～ 玉野に暮らす命は、玉野の地で守ります ～

玉野の地で祝福されて生を享け、

医 師

医 療 技 術 職

事 務 職

看 護 職

監事

病院名 所在地 病床数

役員名 氏名 備考

佐藤　利雄

磯嶋　浩二

理事長

理事

武久　洋三

福原　一義



全体実績

１．法人運営総括 ２．大項目ごとの特記事項

第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

第４　財務内容の改善に関する事項

３．今後の展望

　地方独立行政法人玉野医療センターは、玉野市民病院、玉野三井病院の運営を効率
的に行い、安定的な経営基盤を確立するとともに、２病院を令和７年１月開院予定の
新病院へ統合し、地域における中核医療機関として、将来に向けて持続可能な医療を
提供するために、令和３年４月１日に設立された。
　法人化２年度目の令和４年度は、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に伴い、
受診控えによる外来、入院収益は悪化傾向にある一方で、職員にも陽性者や濃厚接触
者が多数発生し勤務できない状況となる中、発熱外来や新型コロナウイルス感染患者
の入院受入れ要請が急増し、限られた職員で対応しなければならない状況となった。
　さらに２病院での院内感染やクラスター発生に伴う対応が必要となるなど、職員の
疲弊もピークに達し、新規受入れ停止による入院患者数の落ち込みが続き、経営面の
みならず運営面においても大変厳しい状況となった。
　こうした中、地方独立行政法人化のメリットを最大限発揮できるよう、新型コロナ
ウイルス感染症対策など、迅速な対応が求められる状況にあっては、理事長を中心に
意思決定を行い、行政と連携しながらワクチン接種への積極的な取り組みや発熱外来
の設置、感染患者の入院受入れのための病床確保など、公的病院としての役割の遂行
にも努めた。
　また、玉野市民病院と玉野三井病院の効率的な運営を目指し、法人本部において法
人全体の経営企画、経理、人事給与処理を一元管理する体制の構築を行うとともに、
２病院統合後の新病院の運営を視野に、各部門での２病院間の人事異動、人事交流も
定期的に行った。
　新病院建設については、令和５年２月に起工式を行い、いよいよ工事に着手したと
ころであるが、運営面についても専門コンサルティングの知見を活用しながら、新し
い受付方法や外来診療、病棟運営など２病院のスタッフ合同で部門ごとにワーキング
グループを設置し、業務のマニュアル化など新病院への円滑な移行と運営に向けた取
り組みにも着手したところである。
　経営状況については、新病院に統合するまでの間は、これまでの２病院体制を継続
するため、大幅な収益増加は見込めないうえ、新型コロナウイルスのさらなる感染拡
大に伴う受診控えによる影響などにより、令和４年度においても入院、外来収益は目
標を下回る結果となったが、新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接
種や発熱外来の設置、感染症患者の入院受入れを積極的に行うなどした結果、医業収
支比率は88.5％と目標値の96.7％を下回ったが、経常収支比率は104.7％と目標値の
100.6％を上回る結果となった。
　今後は、新型コロナウイルス感染症の５類移行により補助金等が廃止されるととも
に、急激な光熱費や物価高騰などにより、医療を取り巻く環境は、より一層厳しい状
況となるものと思われるが、地域の中核医療機関として持続可能な医療の提供に向
け、効率的な病院運営と安定的な経営基盤の確立に努める。

　令和５年度に向けては、これまで取り組んだ経営基盤や医療機能等の改善を継承
し、新型コロナ５類移行後の社会経済情勢や市民生活に柔軟に対応しながら、より
良い地域医療の提供と効率的かつ効果的な病院運営の実現を目指す。

　経営基盤の確立については、新型コロナウイルス感染症患者の積極的な入院
受入れを行ったが、受診控えによる影響により、全体では入院・外来患者数が
減少し、医業収支比率は年度目標を下回った。一方、経常収支比率では、新型
コロナ関連補助金により営業収益が増収となったため黒字となり、年度目標を
達成できた。
　収入の確保と経費の節減については、新型コロナの影響による入院・外来患
者数の減少、感染症患者の受入れに必要な病床の確保の影響などにより、病床
稼働率は年度目標を下回ったが、２病院連携による新型コロナ患者の入院受入
れや、ワクチン接種、発熱外来の開設など新型コロナ感染症対策に努め、公的
病院としての使命を果たすことで結果的に収入確保につながった。
　経費については、急激な光熱費や物価高騰など厳しい状況であったが、SPDの
一本化や２病院共同購入に取り組むなど削減に努めた。

　地方独立行政法人化によるメリットを最大限発揮できるよう、新型コロナウ
イルス感染症対策など、迅速な対応が求められる課題については、理事長を中
心に戦略会議で意思決定を行い速やかに対応した。

　担うべき医療提供体制については、救急医療では新型コロナウイルス感染拡
大の影響もあり、受入件数は減っていないものの受電件数が大幅増となったこ
とに伴い受入率が大幅に下がったため目標値を達成できなかったが、リハビリ
テーション医療や検診・予防医療については、一部目標値を達成できた。
　在宅医療など将来の地域における医療ニーズを視野に入れた体制整備が課題
である。
　また、小児・周産期医療については、市と連携しながら診療体制の充実に向
けて引き続き岡山大学への要請等を行った。
　新病院建設については、感染症への対応や免震構造を取り入れた新病院の実
施設計の取りまとめを行い、令和５年２月に建設工事に着手した。
　災害対応では事業継続計画（ＢＣＰ）の策定など課題は残るものの、新興感
染症対応については、２病院が協力し入院患者の受入れを行い、自治体とも連
携しながら新型コロナウイルス感染症に対応することができた。
　医療の質の向上については、２病院体制での各病院単位では人的資源が限ら
れるため、将来１つの病院となることを念頭に置き、各部門での人事交流や人
事異動などを積極的に行い、２病院連携による効率的かつ効果的な医療提供体
制の構築を推進し、医療の質の向上を図った。



項目別実績

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

1,000 件 930 件 705 件 717 件 755 件

75.6 ％ 70.3 ％ 60.3 ％ 59.1 ％ 46.1 ％

32.3 ％ 30.1 ％ 25.9 ％ 24.3 ％ 23.6 ％

3

救急搬送割合

項目

　２病院による一体的な運用を目
指し、病院間での役割分担、機能
の集約、診療体制の再編を図るこ
とで、１次救急から２次救急を始
めとした地域救急を積極的に受け
入れる。

　新型コロナウイルス感染症への対応が求められる厳しい状況
の中で、院内感染等への影響も考慮しながら、２病院間での当
直医師派遣や担当医師決定ルールの見直などを引き続き行い、
断らない医療を実践するための体制を整え、救急受入件数の増
加に向け取り組んだ。
　また、玉野市民病院では、岡山市立市民病院から救急専門医
の派遣を受けるなど当直体制を整え、玉野市外に搬送される件
数の減少に向け取り組んだ。
　救命救急士の病院実習を行い救急隊に病院の実情を把握して
もらうことで救急搬送時に必要となる情報共有に取り組んだ。
　市内医療機関に占める２病院の救急受入れの割合は増加し
た。
　一方で新型コロナウイルス感染拡大により、他の医療機関で
の受け入れ困難事例が増加したことに伴い、分母となる受電件
数が大幅増加したため、分子となる受入件数は減っていないも
のの、受入率で見ると大幅に下がり、目標値を達成できなかっ
た。
　新型コロナウイルスの急激な感染拡大によるやむを得ない面
もあるが、受電件数の伸びに比して受入件数が伸ばせなかった
ことについては、入院患者数確保に向けた救急受入体制の見直
しなど、今後取り組むべき点と考える。

3

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

救急受入件数 救急受入件数 救急受入件数

中期計画 年度計画

ア　救急患者受入体制
　玉野市民病院及び玉野三井病院
のいずれも救急告示病院の指定を
受け、それぞれの病院で救急患者
の受け入れを行ってきたが、一体
的な運用を行うことで病院間での
役割分担と連携を深め、機能の集
約、受診体制の充実を図ること
で、１次救急から２次救急を始め
とした地域救急を積極的に受け入
れ、断らない医療を実践する。

イ　市内外の医療機関との連携
　急性期病院からの救急専門医派
遣の受け入れと地域の医療機関と
の連携により、救急医療体制の強
化を図る。

ウ　救急隊との連携
　救急隊との情報共有のための研
修会及び救急救命士の病院実習等
の機会を通して、救急隊との連携
を密にし、救急患者を受け入れし
やすい環境を整える。

　新型コロナウイルス感染症
が蔓延し、院内クラスターの
発生など困難な対応が求めら
れる状況下で、年度計画に掲
げる救急受入件数、救急受入
率、救急搬送割合の目標値に
対して実績値が下回る結果と
なった。
　しかしながら、２病院間で
の当直医師の派遣や、救急専
門医の派遣を受け入れる等、
断らない医療を実践するため
の取り組みにより、両院で市
内の救急搬送の大半を受入れ
ており、地域の救急医療への
貢献を評価した。

項目項目

救急受入率 救急受入率 救急受入率

救急搬送割合 救急搬送割合

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（１）救急医療

法人による自己評価 玉野市による評価

中期目標
急性期医療を担う地域の中核病院として「断らない医療」を実践するとともに、市内外の医療機関と連携し夜間及び休日における救急医療体制を確保し、１次救急から２次救急ま
での地域で担うべき救急医療については、地域のなかで完結できる体制を構築すること。



項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（２）小児・周産期医療

中期目標
安心して子どもを産み育てられる環境を守っていくため、市内外の医療機関と連携・役割分担を行いながら、外来診療の継続及び入院診療の再開を目指すなど、市民ニーズに沿っ
た診療機能を備えること。

　全国的な医師不足の状況下
ではあるが、周産期医療は婦
人科の外来診療体制を維持
し、医師確保に向けた取り組
みを行った点を評価した。
　小児医療は岡山大学に小児
科医師派遣の要望を行った結
果、寄付講座開設により令和
５年度から小児科医師が派遣
され玉野市民病院での小児科
の木曜日の休診が解消された
点を特に評価した。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　小児医療
　小児専門医の確保による外来診
療の継続と入院診療の再開を目指
すとともに、重症疾患や緊急処置
が必要な患者に対する専門治療の
ため、小児救急医療支援病院（県
南東部医療圏内に２施設）や近隣
の救急医療機関と密接に連携し、
安心して子育てできる環境を支援
する。

イ　周産期医療
　周産期専門医の確保による婦人
科外来診療を継続するとともに、
周産期医療を取り巻く環境や医療
提供体制の変化を踏まえつつ、総
合周産期母子医療センター（県南
東部医療圏内に１施設）や地域周
産期母子医療センター（同２施
設）と密接に連携し、安心して産
み育てられる環境を支援する。

ア　小児医療
　小児専門医の確保による外来診
療の継続と入院診療の再開を目指
すとともに、小児救急医療支援病
院や近隣の救急医療機関との連携
を強化する。

イ　周産期医療
　周産期専門医の確保による婦人
科外来診療を継続するとともに、
総合周産期母子医療センターや地
域周産期母子医療センターとの連
携を強化する。

　小児医療については、岡山大学からの非常勤医師派遣に加
え、他の医療機関とも連携して現在の外来診療体制を維持しつ
つ、新たに小児科医師を確保するための取り組みとして、玉野
市と連携しながら岡山大学に要望を行った。
　結果として、令和５年度から寄付講座開設により、月・木曜
日に岡山大学から小児科医師の派遣が受けられることとなり、
木曜日の休診が解消された。
　周産期医療については、婦人科として岡山大学からの非常勤
医師の派遣により、現在の外来診療体制を維持しつつ、周産期
医療への取り組みについても、玉野市と連携しながら岡山大学
に要望を行った。
　いずれの診療科も全国的な医師不足の状況の中、入院診療の
再開については複数名の常勤医師確保が必要となるため課題は
多く、岡山大学に対し、医師確保の要望と合わせ、市民サービ
ス向上につながる診療体制の構築手法についても意見交換等を
行った。
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項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

4.5 　 4.5 　 4.3 　 4.7 　 4.8 　

55.3 　 55.3 　 54.9 　 52.9 　 52.1 　

4,800 件 4,630 件 2,832 件 3,915 件 3,935 件

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　玉野市民病院においては、３６５日リハビリテーションが提
供できる体制を維持し、切れ目のないリハビリテーションの提
供を行った。
　また、退院して在宅復帰した患者さんに訪問リハビリテー
ションを提供することにより、在宅復帰後の生活の質の向上に
必要なリハビリテーションの提供を行った。
　外来リハビリテーションは継続しつつ、機能集約が図れるよ
うに２病院のリバビリテーションスタッフの人事交流を推進
し、人材の資質向上を図った。

3 3

リハビリ提供単位数

項目

訪問リハビリ件数 訪問リハビリ件数 訪問リハビリ件数

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（３）リハビリテーション医療

中期目標
専門スタッフの配置や機能面での充実を図り早期の在宅復帰を支援するとともに、退院後も安心して在宅生活を過ごすことができるよう退院後のフォロー体制を整備するなど、リ
ハビリテーション医療の充実を図ること。

　実績指数と訪問リハビリ件
数は目標値を下回っている
が、実績指数の数値は高い水
準であり、質の高いリハビリ
テーション医療が提供され続
けている点を評価した。
　今後も在宅への早期復帰の
支援と自宅での療養を支援す
る医療体制を維持して頂きた
い。

ア　リハビリテーション実施体制
　早期治療・早期退院を実現する
ため、３６５日リハビリテーショ
ン体制を維持し治療の初期段階か
らリハビリテーションによる介入
を行うとともに、十分なスタッフ
を配置することで回復の目安とな
るアウトカム評価の向上を図り、
患者の在宅復帰を支援する。

イ　退院後のフォロー体制
　退院後も在宅での自立した生活
が継続できるよう、リハビリテー
ションスタッフが自宅まで訪問
し、在宅でも治療（リハビリテー
ション）が続けられるようサポー
ト体制を整える。

ウ 外来リハビリテーションの実施
　外来診療が終わった後や退院し
た後でも継続してリハビリテー
ションを必要とする患者に対し
て、必要なリハビリテーションが
提供できるよう、外来診療の１つ
としてリハビリテーションを実施
する。

ア　リハビリテーション実施体制
　３６５日リハビリテーション体
制を維持するとともに、２病院間
での職員配置や機能集約について
検討し、必要部署への重点的なス
タッフ配置を行う。

イ　退院後のフォロー体制
　将来的な在宅での治療（リハビ
リテーション）の需要増加を見据
え、訪問リハビリ部門の充実を図
りサポート体制を整える。

ウ 外来リハビリテーションの実施
　２病院間での機能集約を進める
とともに、必要なリハビリテー
ションが提供できるよう、外来リ
ハビリテーションを継続する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

項目項目

実績指数 実績指数

リハビリ提供単位数 リハビリ提供単位数

実績指数



項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

13,000 件 12,188 件 11,299 件 11,328 件 10,172 件

4,800 件 4,800 件 5,419 件 4,258 件 3,643 件

※新型コロナワクチン接種件数 45,775 件 14,170 件

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　人間ドックや玉野市が実施するがん検診等の健診・予防医療
については、玉野市等と連携して取り組むとともに、玉野三井
病院の人間ドックについては、効率的な運営を図るため、玉野
市民病院に機能集約を行い実施した。
　予防接種については、従来からの定期接種に加え、新型コロ
ナウイルスワクチンの接種についても引き続き実施し、行政と
連携し積極的な取り組みを行った。
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人間ドック・健診受診者数

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（４）検診・予防医療

中期目標
疾病の早期発見・早期治療へ向けて、人間ドックや検診等の総合的な予防医療の充実を図るとともに、市の健康福祉部門や保健機関と連携し、健診受診率の向上など市民の健康増
進に対する取組みに協力を行うこと。

　人間ドック・検診受診者
数、予防接種数は実績値が目
標値を下回っているが、令和
３年度から行政と連携して実
施している新型コロナウイル
スワクチンの接種に引き続き
取り組んでいる点と玉野市の
実施するがん検診等の検診・
予防医療に取り組んでいる点
を評価した。
　今後も新型コロナウイルス
ワクチンを含む予防接種と玉
野市が実施する検診にご協力
を頂きたい。

　人間ドック、生活習慣病予防健
診、特定健診、企業健診、予防接
種など様々な予防医療を実施する
ことで、疾病の早期発見または生
活習慣病の予防につなげていくと
ともに、市の施策と連携し健診受
診率の向上に向けた啓発活動への
取組みに寄与する。

　新病院での機能集約を見据え、
実施体制、職員配置等を整理し、
効果的な体制を検討する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

項目 項目 項目

予防接種件数 予防接種件数

人間ドック・健診受診者数 人間ドック・健診受診者数

予防接種件数



項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

85.0 ％ 84.6 ％ 82.0 ％ 80.8 ％ 82.7 ％

1,200 件 1,184 件 1,217 件 1,189 件 1,191 件

1,700 件 1,604 件 1,740 件 1,148 件 1,029 件

44 件 44 件 45 件 36 件 46 件

10 件 10 件 12 件 13 件 13 件

　市内診療所の閉院等により
在宅医療の提供体制が縮小傾
向となるなかにあって、玉野
三井病院を中心に訪問診療、
緊急の往診件数、在宅の看取
り件数が目標値を上回った点
を評価した。
　また、地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて、年度計画
のとおり玉野市民病院におい
ても在宅療養支援病院の認定
申請を行った点を評価した。
　かかりつけ医や介護事業所
と連携をとり、在宅医療の取
り組みを引き続き推進して頂
きたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等
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在宅復帰率 在宅復帰率 在宅復帰率

在宅の看取り件数 在宅の看取り件数 在宅の看取り件数

緊急の往診件数

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（５）在宅医療

中期目標
団塊の世代が７５歳となる２０２５年を見据え、自宅等の住み慣れた環境での療養を希望される人が増えていることから、地域包括ケアシステムの構築に向け、かかりつけ医や介
護事業所等と連携し、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーションなどの在宅医療への取組みを推進すること。

ア　地域包括ケアシステム
　国の進める地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて、かかりつけ医
や介護事業所等との連携強化を図
り、今後の需要増加が見込まれる
在宅医療の取組みを推進する。

イ　在宅療養支援病院
　玉野三井病院が認定を受けてい
た在宅療養支援病院の機能を引き
継ぎ、２４時間体制で緊急対応で
きる体制を整備し、安心して自宅
で療養生活が送れるよう在宅療養
環境を支援する。

ア　地域包括ケアシステム
　在宅部門の機能集約・人員配置
の適正化を進めるとともに、かか
りつけ医や介護事業所等との連携
強化を図る。

イ　在宅療養支援病院
　玉野市民病院でも在宅療養支援
病院の認定を申請し、両病院並び
に地域の医療機関と連携し在宅で
の療養環境を支援する。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、新病院開院後の在宅
部門の強化を視野に入れ、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ
テーションへの取り組みを行った。
　玉野市民病院においても、新たに在宅療養支援病院の認定申
請を行った。

緊急の往診件数 緊急の往診件数

訪問診療件数 訪問診療件数

項目 項目 項目

訪問診療件数

訪問看護件数 訪問看護件数 訪問看護件数



項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（６）災害医療

中期目標
市の防災担当部門と連携し、災害時にあっても診療体制及び医療機能の確保ができるよう、新病院において耐震化等の適切な災害対策を実施するとともに、近隣の医療機関と協力
し災害時医療への対応を図ること。

　現在の２病院はいずれも老
朽化が進み、大規模な災害へ
の対応という点では不足して
いる状況であり、かつ、災害
時活動マニュアルも備えては
いるものの見直しを行ってい
る点から自己評価を「２」と
するものであるが、現在計画
している新病院では大規模な
災害へ対応した施設として計
画しているところであり、か
つ、新たな施設に対応した災
害活動マニュアルと事業継続
計画も準備するとのことから
評価を「３」とした。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　災害時にあっても途切れること
なく、診療体制及び医療機能が維
持されるよう災害時活動マニュア
ルを具備し、定期的な訓練と災害
時を想定した医薬品、水、食料等
の備蓄、設備の維持管理を行うと
ともに、公的な医療機関として医
療救護活動を通して、災害時にお
ける医療の中心的な役割を担う。
　また、新病院は最新の耐震基準
に準拠した施設にするとともに、
津波浸水等への対策を行うこと
で、将来的に見込まれる南海トラ
フ地震等の災害へ備える。

　災害時活動マニュアルの見直
し、定期的な訓練と災害時を想定
した医薬品、水、食料等の備蓄、
設備の管理を行う。
　また、新病院の設計段階から災
害への対応を想定し、必要な機
能、設備が備えられるよう協議・
検討を進める。

　現行の災害時活動マニュアルの見直しに取り組むととも
に、新病院の整備においては、免震構造を備え、災害時には
最低３日間の自立運用が可能な地域の災害医療拠点として運
用できるよう整備計画を進めた。
　今後、新病院における災害時活動マニュアルや事業継続計
画（ＢＣＰ）の策定に取り組む必要がある。

2 3



項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
１　担うべき医療提供体制
（７）新たな感染症への対応

中期目標
公的な医療機関として、インフルエンザやコロナウィルス等の全国的に感染拡大が危惧される新たな感染症が発生した場合には、市及び関係機関と連携し、早期の収束に向けて地
域における中心的な役割を担うこと。

　新型コロナウイルス感染症
への対応では、市内で唯一の
感染症確保病床を有するとと
もに、新型コロナウイルスワ
クチン接種や発熱外来等にお
いて市内の中心となって対応
し、公的医療機関としての役
割を果たした点を高く評価し
ている。
　また、新病院の計画でも新
たな感染症への対応を想定し
た施設とするなど、将来的な
感染症対応にあっても玉野医
療センターには本市の中核を
担っていただけるよう期待す
る。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　新病院の整備に合わせて患者動
線や諸室の配置に配慮した造りと
することで、治療を必要とする患
者に対して適切な医療が提供でき
る体制を確保するとともに、市及
び関係機関、医療圏内の感染症指
定医療機関（第１種：１施設、第
２種：２施設）と連携し、早期の
収束に向けて地域における中心的
な役割を担う。

　市及び関係機関、医療圏内の感
染症指定医療機関と連携し、感染
症に対する医療を提供する。
　また、新病院の設計段階から感
染症対応を想定した患者動線や諸
室の配置を検討し、適切な医療が
提供できる体制を確保する。

　新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れについては、確
定患者用１２床、疑い患者用１床を確保し、入院治療を行っ
た。
　また、新型コロナウイルスワクチン接種については玉野市の
要請を受けて積極的に実施した。
　新病院の実施設計の取りまとめに当たり、感染症患者の専用
入口の設置、陰圧診察室の設置など、できる限り動線の交差や
感染リスクの軽減を図ることのできる構造とし、新興感染症患
者の入院受け入れのための病床を確保する計画とした。

4 4



項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

22.0 ％ 21.3 ％ 33.8 ％ 31.0 ％ 33.1 ％

12.0 ％ 11.1 ％ 31.4 ％ 29.5 ％ 25.9 ％

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
２　医療の質の向上
（１）地域医療への貢献

中期目標 地域の中核病院として、将来にわたって地域医療を支える医療機関であることの自覚と責任を持って、地域住民に信頼される安全・安心な医療を提供すること。

逆紹介率

玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等
中期計画 年度計画

法人による自己評価

逆紹介率

　一部、集計方法の見直しに
よる影響もあるが、断らない
医療の実現に向けて紹介患者
及び逆紹介患者の増加に取り
組んでいる点を評価した。
　地元の医療機関との役割分
担及び信頼関係構築のために
も引き続き紹介患者及び逆紹
介患者増加の取組みに期待す
る。

項目 項目

　２病院が培ってきた診療体制を
引き継ぎ、多様な診療機能をもっ
た施設を展開することで、他院か
らの受け入れ、治療後のかかりつ
け医への転院など地域医療の架け
橋として、地域住民及び地域の医
療機関から信頼される病院を目指
す。

　地域住民及び地域の医療機関か
ら信頼される病院を目指し、紹介
患者の積極的な受け入れや退院患
者のかかりつけ医等との調整によ
り、病病・病診連携を強化する。

　地域住民及び地域医療機関から信頼いただけるよう「断らな
い医療」の実践について職員に対し周知を図り、救急患者の受
け入れに加え、地域の医療機関等からの紹介患者数の増加や、
かかりつけ医への逆紹介件数の増加についても令和４年度の組
織目標とすることで意識付けを行った。

3 3

項目

紹介率 紹介率 紹介率

逆紹介率



項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
２　医療の質の向上
（２）相乗効果の発揮

中期目標 経営統合による相乗効果を最大限発揮するため、両病院がこれまで培ってきた診療実績を活かし相互の連携・補完関係を強化することで、医療水準の向上に努めること。

3

　新病院が完成するまでの２
病院体制では、別々の場所で
運営することによる連携の難
しさはあるが、両病院の診療
機能の各分野で人事交流や共
同運用が着実に進んでいる点
を評価した。
　新病院の開院に向けて、２
病院間の相互の連携・補完関
係の強化を期待する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　市立の公立病院、企業立の民間
病院として運営されてきた２つの
病院の統合により、それぞれが
培ってきた医療技術や知識を共有
し、共通意識のもとで医療スタッ
フの融合を図ることで、医療水準
の全体的な底上げを目指す。

　市立の公立病院、企業立の民間
病院として運営されてきた２つの
病院の統合により、それぞれが
培ってきた医療技術や知識を共有
し、共通意識のもとで医療スタッ
フの融合を図る。

　２病院の職員が相互の診療機能等を理解し更に強化するため
人事交流等を実施した。
　２病院の連携により実施した主な取り組み
　・新型コロナ病床１３床の２病院看護師による運用
　・玉野三井病院放射線科医師による読影の協力体制
　・玉野市民病院から玉野三井病院への当直医師の派遣
　・訪問診療における協力体制
　・給食部門における献立の統合
　・統合広報推進委員会設置による情報発信の強化
　・広報誌の「Ｈａｒｍｏｎｙ」の２病院合同発行
　・２病院間の人事異動、人事交流の実施
　・定例の統合会議の実施（月６回程度）
　・新病運営に関するＷＧ会議の実施　等
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
２　医療の質の向上
（３）チーム医療の実施

中期目標
高度・複雑化する医療・介護ニーズへ対応するため、患者に携わる様々な専門職が多職種連携し情報と方針の共有を行うことで、退院後の状態をイメージしながら総合的なチーム
医療を実践し、早期の在宅復帰に向けた支援を促進すること。

　多職種カンファレンスの常
態的な実施の取り組みと、新
型コロナウイルス感染症患者
受入病床の２病院の看護部の
連携による運営といった２病
院間でのチーム医療の取り組
みを評価した。
　引き続き早期の在宅復帰に
向けたチーム医療の推進への
取り組みを期待する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　医師、看護師を始め、検査及び
リハビリ等の医療技術スタッフ、
社会福祉士など多職種が集まり定
期的にカンファレンスを実施し、
早期の在宅復帰に向けたチーム医
療の推進を図る。
　また、感染対策チーム（ＩＣ
Ｔ）や栄養サポートチーム（ＮＳ
Ｔ）など、他職種で構成される医
療チームを積極的に活用し、療養
環境のサポートを行う。

　病院内の多職種によるチーム医
療だけでなく、病院間で連携した
チーム医療が実現できるよう、診
療情報の共有と現場交流を進め
る。

　２病院の協力による人材の活用や患者支援に伴うチームカン
ファレンスや診療等、連携してチーム医療が行えるよう人員配
置等を行った。
（実施した取組）
・診療放射線部門、リハビリ部門に加え、令和４年度は看護部
　の人事交流も実施し、両病院で平素から実施している多職種
　による症例別治療方針カンファレンスなど新病院に向けた情
　報共有と現場交流を進めた。
・新型コロナウイルス感染症患者受入病床の２病院看護部連携
　による運営
・地域医療連携室長の２病院兼務→成果には至らなかったが、
　２病院の地域医療連携室の人員配置、体制見直しの参考とし
　た。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
２　医療の質の向上
（４）医療従事者の確保及び育成

中期目標
診療体制の充実に欠かすことのできない、医師・看護師等の医療従事者について関係機関と連携・協力体制を構築するなど、必要な人材の確保に努めること。特に、医師について
は、将来にわたって診療体制を確保するためにも、市と連携し医師派遣体制の充実に努めること。また、医療に携わる者の知識や技術の向上を図るとともに、専門性を持った人材
の育成に努めること。

　全国的な医師不足の状況下
ではあるが、市と連携して医
師確保に取り組んだ結果、岡
山大学地域枠卒業の内科医師
１名の派遣が決まったことを
高く評価した。
　看護師を始めとしたその他
の医療職についても、引き続
き人材の確保及び育成の取り
組みをお願いしたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　医療従事者の確保
　岡山大学を始めとする教育機
関、市内外の医療機関との連携に
より、医師及び研修医の派遣・受
入れ体制を確保するとともに、合
同説明会への参加や病院見学会の
開催など多様な広報活動を通じ
て、多様で優秀な人材の確保に努
める。
　特に、医師については地域枠の
設定など、国・県が進める医師偏
在対策の動向を注視し、制度の利
活用など地域医療の継続に必要と
なる人員の確保に向けて積極的に
推進する。

イ　医療従事者の育成
　地域医療の基幹病院として、地
域に根ざした実地での研修を通じ
て経験の蓄積や知識の習得により
人材の育成に寄与する。

ア　医療従事者の確保
　統合後の診療体制、人員体制等
に加え、今後見込まれる重点分野
への職員の配置を整理し、必要な
職種、人数等を確保する。

イ　医療従事者の育成
　新たな診療体制のもと、職場交
流を図りながら新たな機能に触れ
ることで、経験を蓄積し全体的な
人材育成を促す。

　医師確保については、いずれの診療科も増員は困難な状況で
あるが、引き続き玉野市と連携しながら医師確保に向けて取り
組んだ。
　その結果、地域枠医師について、令和５年４月から２年間の
予定で内科医師１名が配置されることが決定した。
　看護師をはじめその他の職種については、必要な補充を行い
ながら２病院間で交流を図りつつ人材育成に努めてきた。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
２　医療の質の向上
（５）調査・研究・治験への取組み

中期目標 調査・研究・治験等への積極的な取組みにより医療水準の向上に貢献すること。

　院内での研究発表会により
研修の機会を確保したとする
ものの、最低限度であるため
評価を２としている。
 コロナ禍を契機に普及して
いるオンラインでの研修への
参加の機会を活用するととも
に、職員の研修参加の実態を
把握するよう努めて頂きた
い。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地域医療へ果たすべき役割のみ
ならず将来に向けた医療水準の向
上への一助として、積極的に調
査・研究・治験への取組みを推進
する。
　また、院内外研究会等の機会を
設け職員の意識高揚を図るととも
に、研究成果を共有することで、
医療水準の向上に努める。

　２病院体制のもとでの診療結果
や研究成果を報告し、積極的に調
査・研究・治験への取組みを推進
する。

　コロナ禍の影響により、機会は減少したものの、院内での研
究発表の機会は最低限確保し、職員のモチベーション維持を
図った。

2 2



項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
３　患者サービスの向上
（１）患者中心の医療の提供

中期目標
断らない医療の実践を基本に、患者の視点に立った患者中心の安全・安心な医療の提供を行うとともに、患者やその家族との対話を通して、信頼が得られるよう分かりやすい説明
を心がけること。

　患者の権利に配慮したイン
フォームドコンセントの徹底
を図るとともに、安静な療養
環境を提供するためのニーズ
の把握に努めている点を評価
した。
　新病院の開院に向けて２病
院間での意識共有、診療情報
の取扱への配慮等について着
実に準備をお願いしたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　インフォームドコンセントの
徹底
　患者の知る権利、自己決定権、
自律の原則を尊重する行為である
ことを根底とし、医療に関する情
報を共有することで、医療スタッ
フと患者との相互理解のもと治療
が進められるよう、患者の尊厳を
守り、患者・家族の権利に配慮し
たインフォームドコンセントの徹
底を行う。

イ　安静な療養環境の提供
　投書箱等の活用により、患者や
家族等からの様々な意見、ニーズ
を把握し、サービスの向上につな
げるとともに、院内環境を整備す
ることで療養に専念できる環境を
提供する。

ア　インフォームドコンセントの
徹底
　２病院間での意識共有、診療情
報の取扱いへの配慮等を踏まえ、
患者・家族の権利に配慮したイン
フォームドコンセントの徹底を行
う。

イ　安静な療養環境の提供
　院内環境の整備に向けて患者や
家族からの様々な意見、ニーズの
把握に努める。

　インフォームドコンセントの徹底については、引き続き確実
な履行に努めた。
　２病院間での意識共有、診療情報の取扱いへの配慮等につい
ては、新病院整備に向けた運用に関するＷＧ等で今後詰めるこ
ととしている。
　また、安静な療養環境の提供については、院内環境に関する
患者や家族からの意見、ニーズの把握に努めた。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
３　患者サービスの向上
（２）地域との交流

中期目標
市内イベントへの参加や地元コミュニティとの交流、院内イベント等の開催を通じて、病院のことを知ってもらうための機会を積極的に設け、安心して来院できる環境づくりに努
めること。

　新型コロナウイルスワクチ
ンの国内での接種が進み、行
動制限が緩和されていった状
況下で、看護部を中心に各種
イベントや講座に積極的に参
加した点を評価した。
　新病院のことを知ってもら
うための機会として今後も積
極的に取り組んで頂きたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　院内の施設を活用し、病院見学
会、院内イベントや健康教室、公
開講座などの機会を通じて、地域
の方々との交流の機会を持ち、来
院しやすい環境づくりに努める。
　また、市内で開催されるイベン
ト等への参加を行うことで、より
身近な存在として地域住民に求め
られる病院となるよう交流機会を
設けていく。

　これまで実施してきた院内の施
設を活用したイベントや健康教
室、公開講座などについて引き続
き実施するとともに、新たな交流
の機会の場を設けられるよう協議
検討を行う。

　院内イベントについては、新型コロナウイルス感染症対策の
ため実施できなかったが、出前講座等の院外でのイベント等へ
は看護部を中心に積極的に参加した。
・ビーチサッカー大会への救護派遣　２日
・病院の日・看護の日（院内イベント）
・未就業者研修
・玉野市出前講座
　ニコニコタイム（幼児の感染について）
　ベビーマッサージ　２回
　玉野光南高校　　　２回
　荘内小学校　　　　１回
・看護協会出前講座
　玉野高校
　山田中学校
　宇野中学校
・インターンシップ受け入れ
　玉野商工高校
・チャレンジワーク受け入れ
　大安寺中等教育学校
・看護学校イベント参加
　玉野総合医療専門学校宣誓式
　ソワニエ看護専門学校就職ガイダンス
　岡山医療福祉専門学校就職ガイダンス
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
３　患者サービスの向上
（３）医療安全対策

中期目標
患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整備するため、医療安全に係る情報の収集と分析により医療事故の発生を未然に防ぐとともに、院内感染防止対策に関して指針に基
づく適切な対策を実施すること。

　医療安全委員会を毎月開催
し、事例の個別検討を行った
点、新型コロナウイルス感染
症が蔓延する状況下で、定期
的な状況確認及び対策がなさ
れ、２病院で共有されている
点を評価した。
　新型コロナウィルス感染症
による影響が当面の間残る中
では、引き続き医療安全、感
染防止の対策として万全な対
応が行われるよう期待する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　医療安全対策
　組織的な医療安全への取組みを
進めるため、医療安全対策チーム
を設置し、医療安全管理者のもと
院内の状況把握及び分析を行うと
ともに、研修等の機会を通じて全
職員で医療事故防止に対する認識
を共有することで、医療安全に係
る体制を継続的に確保する。

イ　感染防止対策
　感染対策チームを設置し、定期
的に院内の巡回を行うことで院内
感染状況の把握、感染防止対策の
実施状況を確認するとともに、院
内感染対策を目的とした職員への
研修を通して、感染防止対策を徹
底する。

ア　医療安全対策
　医療安全対策チームを設置し院
内の状況把握及び分析を行うとと
もに、病院間での横断的な情報共
有を行い、組織的な医療安全への
取組みを推進する。

イ　感染防止対策
　感染対策チームを設置し、院内
感染状況の把握、感染防止対策の
実施状況を確認するとともに、病
院間での横断的な情報共有を行
い、感染防止対策を徹底する。

　医療安全委員会を毎月開催してヒヤリハット報告の分析、個
別事例の検討を行い、対策を決定して周知するなどの活動を
行った。
　感染対策チームによる院内ラウンドを毎週行い、感染対策の
実施状況を確認した。
　医療安全委員会、感染対策委員会などにおいて必要な対策を
検討し、検討した内容等については患者サービスの向上を図る
ため統合運営委員会などにおいて２病院での共有を行った。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
３　患者サービスの向上
（４）積極的な情報発信

中期目標 病院の機能や経営状況に加え、診療や疾病予防に関する情報など、ＩＣＴ（情報通信技術）等も活用しながら分かりやすい形での積極的な情報発信に努めること。

　ホームページに新病院の情
報等を随時掲載しているこ
と、２病院共同の院内広報誌
などを活用することにより、
積極的な情報発信に努めてい
ることを評価した。
　新たに設置した広報推進委
員会を中心に適時に積極的な
情報発信を行ってもらいた
い。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　ホームページや広報誌、病院紹
介パンフレットなど、様々な広報
媒体並びにＩＣＴ（情報通信技
術）等を活用し、多くの方に当院
の取組み、診療情報などを積極的
に発信することで、地域に根ざし
た、地域の医療機関としての認知
度の向上を図る。

　病院のみならず法人としても情
報発信に努め、法人運営における
透明性の確保と地域に根ざした地
域の医療機関としての認知度の向
上を図る。

　玉野市民病院が発行していた広報誌「Ｈａｒｍｏｎｙ」を、
２病院合同での発行とし、積極的に情報発信をして地域に根差
した医療機関としての認知が得られるよう努めた。
　ホームページについては、当面の２病院体制の間の措置とし
て、法人のホームページと２病院のホームページを相互にリン
クさせることで、一法人としての情報発信体制を整えた。
　新たに２病院統合の広報推進委員会を設置し、広報誌「Ｈａ
ｒｍｏｎｙ」の魅力向上、ホームページの頻繁な更新による情
報発信力の強化などについて、２病院で協力して取り組み、積
極的な情報発信を行うための体制を構築した。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
３　患者サービスの向上
（５）コンプライアンスの徹底

中期目標 医療法を始めとする関係法令の遵守はもとより、個人情報保護や情報公開に関しても適切な対応を行うこと。

　個人情報保護法の改正に対
応するための準備を行ったこ
とは評価するものの、地方独
立行政法人への移行に伴い、
法人内部で例規を定めている
が、人員配置等の問題から内
部統制委員会の設置はできて
おらず、早期の立ち上げが望
まれる。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　内部統制を所管する委員会を設
置し、医療法を始めとする関係法
令の遵守を徹底するとともに、定
期的に全職員へ研修を実施するな
ど、適正な病院運営に努める。
　また、個人情報保護や情報公開
について、玉野市の個人情報保護
条例及び情報公開条例に準拠し、
カルテ等の個人情報の保護と患者
及び家族等への情報公開について
適切な対応を行う。

　内部統制委員会を設置し、医療
法を始めとする関係法令の遵守を
徹底するとともに、個人情報の保
護と患者及び家族等への情報公開
について研修を実施するなど、適
正な病院運営に努める。

　内部統制委員会については現在未設置となっているが、個人
情報保護や情報公開など現に対応が必要な事項については、従
来通り玉野市の個人情報保護条例及び情報公開条例に準拠し、
カルテ等の個人情報の保護と患者及び家族等への情報公開等に
ついての対応が行なえている。
　また、令和５年４月に施行される個人情報保護法の改正に対
応するため、個人情報ファイル簿の整備等の準備を行った。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目 ４　医療機関との連携

中期目標
地域の医療機関のなかで診療機能の役割分担と集約化を図ることで、それぞれが特色を持ちながら相互に連携し、地域全体で地域医療を支えることのできる体制の構築を図り、地
域完結型医療の実現を目指すこと。

　地域医療連携体制の構築に
向けて協議を行い、地域の中
核医療機関の役割として、救
急患者の受入れと地域医療機
関との紹介・逆紹介、ＣＴ・
ＭＲＩ検査の受入れに取り組
んだ点を評価した。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地域包括ケアサービスの実現に
向けて、地域の医療機関との機能
分化及び役割分担を進めるととも
に、晴れやかネットへの積極的な
参画により医療情報ネットワーク
を活用した診療情報の共有を行
い、病院完結型医療から地域完結
型医療へと転換を図ることで、地
域全体で医療を支える体制の構築
を目指す。

　地域の医療機関との機能分化及
び役割分担の具体的な方策等につ
いて関係者を交えて協議し、地域
医療連携体制の構築に向けて検討
を始める。

　地域の中核医療機関としての役割を担うため、断らない医療
の実践に取り組み、積極的な救急患者の受入れや地域医療機関
との連携における紹介・逆紹介、ＣＴ・ＭＲＩ検査等の受け入
れなど、地域全体で地域医療を支える体制の構築を図った。
　救急受入れについては、市内医療機関に占める２病院の受入
割合は増加となっており、年間の救急受入件数で見てもわずか
であるが増加している。
　市内医療機関との紹介・逆紹介率は、目標設定時と比較し、
算定方法の見直しを行ったことにより上昇しているものであ
り、単純に比較はできないため、継続的な上昇を図る必要があ
る。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
５　関係機関との連携
（１）行政機関との連携

中期目標 健康福祉部門を始めとした、市行政の各関係部署と連携し、健康づくり支援や疾病予防等に係る諸計画及び施策の推進に協力を行うこと。

　新型コロナウイルスワクチ
ン接種を市の担当部署と協力
して実施した点、がん検診等
の各種検診の受入拡大の取り
組みを行い疾病予防に貢献し
ている点を評価した。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　市の行政施策と連携し、健診率
の向上、ヘルスケアサービスとの
連動等により、健康増進及び疾病
予防施策へ寄与することで、市が
設立する公立の医療機関としての
役割を果たす。

　市の行政施策と連携し、健診率
の向上、ヘルスケアサービスとの
連動等の取り組みを進める。

　玉野市が実施する健診やがん検診などを積極的に受け入れら
れるようにするため、健診部門の効率化を図った。
　玉野市と連携して従来からの定期接種や新型コロナウイルス
ワクチン接種などに積極的に取り組んだ。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
５　関係機関との連携
（２）医師会等との連携

中期目標
将来的な地域包括ケアシステムの構築に向けて、地元医師会や診療所、介護事業所等と連携し、可能な限り住み慣れた地域での治療・療養ができるよう体制の構築に向けた協議を
進めること。

　医師会との協議に両病院長
と理事長が参加して地域の医
療連携のための関係構築に継
続的に努めた点を評価した。
　新病院の開院に向けて、地
域の医療機関との役割分担と
医療連携の強化の取り組みを
進めて頂きたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地元医師会を始め、かかりつけ
医、介護事業所等との連携により
地域全体で医療・介護にあたるこ
とができるよう、周辺の先進事例
の研究も行いながら、地域包括ケ
アシステムの構築を目指す。

　地域包括ケアシステムの構築に
向けた具体的な協議を行う。

　玉野市医師会の理事会へ２病院の病院長が積極的に参画する
とともに、理事長もオブザーバーとして出席し、地域における
医療連携のための良好な関係構築に努めた。
　また、理事長、市長、医師会長との三者懇談を行うなど、地
域医療連携に向けた方向性を共有する場を設けた。
　病・病連携、病・診連携の強化を図るため、紹介・逆紹介件
数を令和４年度の組織目標にも位置付け、取り組みを進めた。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

小項目
５　関係機関との連携
（３）教育機関との連携

中期目標
岡山大学を始め、市内外の教育機関と連携し、卒後教育や生涯教育のための実践的な研修の場として人材育成に協力することで、研修医の受入れや安定的な医療従事者の確保を図
るなど、相互協力関係に基づく人材の確保及び育成に努めること。

　後期研修医３名と、医学部
生９名の受入れ、実地教育の
場としての将来の医療従事者
育成へ貢献している点を評価
した。
　将来的な医療従事者の確保
のためにも引き続き積極的な
教育機関との連携を行っても
らいたい。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地域医療の最前線を担う医療機
関であると同時に、実地教育の場
として積極的に研修の受け入れを
行うことで、教育機関と相互協力
関係を構築し、安定的な人材の確
保及び育成を進める。

　病院を実地教育の場として提供
し、実際の医療現場を経験しても
らうなど教育機関への協力を行う
とともに、地元の就職先として将
来の地域医療を担う人材の確保を
図る。

　岡山大学総合診療科に寄付講座を開設しており、非常勤医師
２名による臨床研究の受け入れを行った。
　岡山大学総合診療科から後期研修医（１年間）１名の受け入
れを行った。
　岡山労災病院から後期研修医（半年間）２名の受け入れを
行った。
　岡山大学から医学部学生３年生５名、１年生４名の研修の受
け入れを行った。

3 3



項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
１　業務運営体制の構築
（１）運営体制

中期目標
地方独立行政法人制度を最大限活用し、主体性を持った意思決定ができるよう運営体制を確立するとともに、病院全体が一丸となって、社会情勢の変化や医療保険制度改革に迅速
かつ柔軟に対応できるよう運営体制の最適化を図ること。

　新型コロナウイルス感染症
への対策では理事長を中心に
戦略会議で迅速な意志決定を
行い、職員に周知徹底し速や
かな対応を行うなど効率的な
組織運営を実施している点、
２病院統合での会議、委員会
を理事長主導で主催し、独立
採算の意識の醸成を図ってい
る点を評価した。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地方独立行政法人制度のもと、
理事長がリーダーシップを発揮
し、迅速な意思決定と職員への周
知を徹底することで効率的な運営
を行うとともに、独立した法人と
して職員一人ひとりが独立採算の
原則を理解し、経営に関する責任
と意識を持って自主的かつ弾力的
に動くことのできる運営体制を構
築する。
　また、法人全体として２病院体
制から１病院体制へと変化を迎え
る中にあっても、柔軟かつ一体的
に運営を行う。

　理事長及び理事会のもと、迅速
な意思決定と職員への周知を徹底
することで効率的な運営を行うと
ともに、職員一人ひとりが独立採
算の必要性について理解を深める
機会を創出する。
　また、１法人２病院体制である
ことを最大限活用し、病院間での
柔軟な機能分化・職員配置の見直
し等一体的な運営を行う。

　理事会において決定すべき事項は理事長及び理事会において
意思決定を行い、新型コロナウイルス感染症対策など、迅速な
対応が求められる課題については、理事長を中心とした戦略会
議で意思決定を行い速やかに対応した。
　理事長が２病院の会議、委員会に積極的に関与するととも
に、２病院統合での会議、委員会については主催するなど理事
長のリーダーシップのもと、独立採算を基本とした業務運営を
理事長主導で行った。
　また、給食献立の統一やＳＰＤ業務の統一、２病院でそれぞ
れ実施していた人間ドックを玉野市民病院に機能集約を図るな
ど効率的な運営にも取り組んだ。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
１　業務運営体制の構築
（２）管理体制の強化

中期目標 内部監査体制の構築による内部統制の強化とともに、関係法令の遵守及び職員倫理の確立を図ること。

　内部統制委員会と同様に内
部監査部門も人員配置の関係
から設置には至っておらず、
早期の立ち上げに向けて課題
である。
　独立した１つの組織として
地方独立行政法人内部でのガ
バナンスを担保するために
も、適切な体制の構築が望ま
れる。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　内部監査を実施する部門を設置
するとともに、内部統制を担当す
る役員及び監事が適切な職務の執
行を確保できるよう管理体制を整
備する。

　内部監査を実施する部門を設置
し、内部統制を担当する役員及び
監事が適切な職務の執行を確保で
きるよう管理体制を整備する。

　当法人の規模であれば、内部監査については総務部門が兼ね
て担当することが一般的とされているが、現在の２病院体制で
は、事務部門全般の職員体制が十分でないため、定期的に内部
監査を実施できる体制までは整っていない。
　２病院が新病院へ統合された後には事務部門の職員体制も一
定程度充足される見込みであり、統合後速やかに内部統制を担
当する役員を中心としたより適切に業務運営が確保できるよう
体制整備を目指す。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
１　業務運営体制の構築
（３）外部評価等の活用

中期目標
病院の運営状況について、第三者からの客観的な視点で評価を受け、評価結果に基づき必要な見直しを行うことで業務の効率化を図ること。また、得られた評価結果に対して、ど
のような反映を行ったかを適切に示すことで、開かれた組織とすること。

　理事会への監事の出席、監
事監査等による外部からの評
価で指摘を受けられる体制が
整備されている点を評価する
ものの、令和４年に監事から
指摘された長時間の時間外労
働は一部の部署で続いている
ため、早期の対策が望まれ
る。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　監事による法人の監査及び評価
委員会による第三者視点からの病
院運営に係る評価を受けること
で、適宜必要な見直しを行い業務
の効率化を図る。
　また、公益財団法人日本医療機
能評価機構が提供する病院機能評
価等を活用し、中立的、科学的、
専門的な見地からの評価を受ける
ことで、適切な病院運営を維持す
る。

　監事による法人の監査及び評価
委員会による第三者視点からの病
院運営に係る評価を受け、必要な
業務の見直しを行う。

　監事には定例の役員会へ出席いただき、議事や各種報告等に
ついて意見をいただいている。
　また、法人の決算監査、事業監査を実施いただいている。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
２　職場環境の整備
（１）働きやすい職場環境の整備

中期目標 ワークライフバランスや職場の安全衛生の確保、コミュニケーションの活性化などを通じて職場環境の改善を図り、働きやすい職場環境の整備に努めること。

　各種休暇制度がワークライ
フバランスに配慮しているこ
と、新たに病後児保育を職員
が利用可能となったこと、福
利厚生事業を実施したことは
評価したが、一部職員に長時
間の超過勤務が発生している
ことを鑑み、評価を２として
いる。早期の改善を望む。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　ワークライフバランスへの配
慮
　育児・介護休業制度の適正な運
用により仕事と家庭の両立を支援
する。
　
イ　院内施設整備
　院内に病児病後児保育施設を整
備し、職員の利用も促すことで安
心して子育てができる環境作りを
進める。

ウ　コミュニケーションの活性化
　職員互助会等の活動を支援し、
職員間のコミュニケーションの円
滑化を図る。

エ　専門性の向上
　医師や看護師等の業務の多様
化、複雑化に対応するため、必要
に応じて医療クラークや看護助手
等の配置を行い、業務の専門性の
向上を図る。

ア　ワークライフバランスへの配
慮
　休暇・休職・休業制度を整備
し、仕事と家庭の両立を支援す
る。

イ　院内施設整備
　病児病後児保育事業を職員も利
用可能とし、安心して子育てしな
がら業務に集中できる環境を作
る。

ウ　コミュニケーションの活性化
　職員互助会等の活動を支援し、
職員間のコミュニケーションの円
滑化を図る。

エ　専門性の向上
　全体的な業務及び職員配置の見
直しのなかで、必要に応じて補助
者及び助手等を配置することで、
専門性向上による業務の効率化を
図る。

　働きやすい環境整備のため、各種休暇制度については、公務
員と同等の水準としており、２病院の制度を比較してより高い
水準へ合わせた制度とし、ワークライフバランスに配慮してい
る。
　超過勤務については、業務の優先順位の見直しや外部委託に
よるＳＥの配置を行うなど職員の負担軽減を図った結果、一定
程度改善はしているものの、一部職員に長時間の超過勤務が発
生しており、業務体制の見直しなどにより、引き続き改善に取
り組んでいる。
　専門職が専門性の高い業務に集中して取り組める環境整備と
して、業務のタスクシフトについて引き続き導入に向け取り組
む。
　その他福利厚生としては、病児病後児保育について、職員も
利用可能とするとともに、玉野勤労者福祉サービスセンターに
加入し、福利厚生事業も実施した。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
２　職場環境の整備
（２）職員の職務能力の向上

中期目標
医療の進歩に伴って必要となる知識や技術が高度・複雑化するなかで、より専門性を持った知識や技術の習得のため、研修制度や専門資格取得に関する支援等について充実を図る
こと。また、独立した法人として業務を継続するために、法人運営に携わるプロパー職員の育成を図ること。

　資格手当を創設して、資格
取得支援制度を充実させたこ
とを一定程度評価するが、法
人運営に関する業務に従事す
るプロパー職員の定着と育成
が進んでいない状況が見られ
る。
　２病院間での職員配置の検
討により柔軟な対応がなされ
ることを期待する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

ア　研修制度及び資格取得支援制
度の充実
　専門的な知識や技術の習得を推
進し、研修会への参加、資格の取
得等について助成を行うなど、研
修制度及び資格取得支援制度の充
実を図る。

イ　プロパー職員の育成
　法人運営に関する業務の習熟の
ため、段階的な出向職員からプロ
パー職員への業務の引き継ぎ、外
部研修への参加、雇用の確保等に
よりプロパー職員の育成を図る。

ア　研修制度及び資格取得支援制
度の充実
　研修会への参加、資格の取得等
に係る助成制度を設け、専門的な
知識や技術の習得を推奨する。

イ　プロパー職員の育成
　監査法人等の専門的な支援や外
部研修への参加による、地方独立
行政法人制度の実践によりプロ
パー職員の法人運営に関する業務
の習熟を図る。

　業務に必要な研修会への参加を促進するとともに、業務に直
結する一部資格については資格手当を創設するなど資格取得を
推奨した。
　また、プロパー事務職員の業務の習熟を図るため外部監査法
人による専門的な支援により一部業務を実施した。
　２病院の職員が、それぞれ得意分野の知識や技術をＯＪＴな
どにより相互に共有し人材育成できるようにするため、人事交
流や人事異動等を進めた。
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項目別評価

評価 評価

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

小項目
２　職場環境の整備
（３）効果的な人事・給与制度の構築

中期目標
職員の業績や能力、職責などを適正に反映し、職員のモチベーションの向上と組織としての活性化を図るため、職員の意欲を引き出す人事評価制度を構築すること。また、給与制
度は、社会一般の情勢を踏まえた適正な水準とし、病院の業績を踏まえた上で、職員の能力・成果を公正に反映させたものとすること。

　令和４年度から人事評価制
度の運用を開始し、地方独立
行政法人が業務を効率的に運
用するための重要な要素の一
つである職員の業績や能力が
反映される人事・給与制度の
構築を行った点を評価した。
　運用上の課題を定期的に整
理して、見直すことで改善を
行っていくことを期待する。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　法人の移行に合わせて、新たな
人事給与制度へと転換を図るなか
で、職員の業績や能力、職責に応
じた仕事が適正に反映される、公
正・公平な人事給与制度を構築
し、職員のモチベーションの向上
と組織の活性化を図る。

　新たな人事給与制度のもとで、
適正な運用ができるよう制度の理
解と周知を図ることで組織の活性
化を図る。

　令和４年度から人事評価制度を実施し、評価結果については
フィードバックによる人材育成や昇任選考等に活用するととも
に、賞与への反映を行うことで、地方独立行政法人に必須事項
として求められている職員の能力や業績を反映した人事・給与
制度の構築を行った。
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項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

86.4 ％ 96.7 ％ 89.6 ％ 86.7 ％ 88.6 ％

89.4 ％ 100.6 ％ 95.4 ％ 104.5 ％ 104.8 ％

大項目 第４　財務内容の改善に関する事項

小項目 １　経営基盤の確立

中期目標 病院の経営統合による業務の効率化を最大限発揮し、中期計画期間を通じて病院運営に係る経営基盤の確立を図ること。

経常収支比率

玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等
中期計画 年度計画

法人による自己評価

経常収支比率

　昨年に続き新型コロナウイ
ルス感染症への対応に積極的
に取り組むことで補助金等の
収入も得られたため、計画を
大幅に上回る実績が達成され
ている点を評価した。
　新型コロナウイルス感染症
が収束した後を見据えて、安
定的な経営を行っていけるよ
うに、医業収益の確保への取
り組みを期待する。

項目 項目

　本中期計画期間中には、新病院
建設に関する費用が計上されるた
め、全体で見れば一時的な収支の
悪化が見込まれるものの、経営統
合に合わせて行う業務の見直し等
により、新病院建設費用を除いた
収支では、中期計画期間中を通し
て収支の均衡を目指し、新病院の
開院に向けて経営基盤を確立す
る。

　新病院建設に係る設計業務及び
建設業務が本格化することで、多
額の整備費用が計上されることと
なるが、地方債等の財源を活用す
ることで単年度収支には大きな影
響は生じない見込みである。一方
で、新たな感染症の流行により患
者数の見通しが困難な状況となっ
ているが、経営統合による業務の
見直し等を進めることで収支の均
衡を目指す。

　２病院体制の間にあっても経営統合によるメリットを最大限
に生かせるように２病院の業務の見直しを行った。
主な検討内容
・薬剤の共同調達
・患者給食メニューの統一
・ＳＰＤ業務の統一
・人間ドック業務の市民病院への集約
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項目

医業収支比率 医業収支比率 医業収支比率

経常収支比率



項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

89.0 ％ 80.0 ％ 69.5 ％ 71.7 ％ 71.6 ％

61,721 人 80,300 人 68,192 人 70,446 人 70,302 人

134,506 人 140,430 人 114,726 人 114,537 人 115,150 人

17.7 億円 24.5 億円 20.8 億円 21.5 億円 21.7 億円

11.0 億円 12.3 億円 9.7 億円 10.2 億円 10.6 億円

大項目 第４　財務内容の改善に関する事項

小項目
２　収入の確保と経費の節減
（１）収入の確保

中期目標
経営統合による２病院の体制から新病院へと移行していく中で、適切に機能分化及び機能集約を進め、刻々と変化する医療ニーズに対して柔軟に対応することで、安定的に経営を
継続することのできる収入を確保すること。また、診療報酬改定や医療制度変革に的確に対応するとともに、未収金の発生予防や請求漏れの防止などにおいて適切な対策を行うこ
と。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　一部の診療科で令和３年度
に比べて入院・外来患者数が
増加となり僅かながら患者数
の回復が見られるものの、昨
年度に続き新型コロナウィル
ス感染症の蔓延による受診控
えの影響があり、入院・外来
収益の実績値は目標を下回っ
ている状況である。
　新型コロナ病床の確保を
行ったことによるコロナ病床
補助金等により、収益の確保
がなされたことを評価した。

項目 項目

　経営統合に係る２病院体制時の
機能分化、新病院への機能集約に
加えて、医療スタッフの重点的な
配置転換等を行うことで、医療水
準の向上及び新たな施設基準の認
定、診療報酬の加算等を取得する
ことで収入の向上を図る。
　また、電子カルテシステムの導
入を進め、請求漏れの防止及び業
務の効率化により診療報酬の確保
を図る。

　病院間での機能分化、職員の配
置等の見直しを進めることで、医
療水準の向上及び新たな施設基準
の認定、診療報酬の加算等による
収入の確保を図る。

　収入の柱である入院収益については、２病院体制の間は病床
稼働率８０％を目標として根幹となる医業収益の確保を目指し
た。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の伴う受診控
え、院内感染やクラスター発生への対応により入院患者数が伸
びず、目標を下回る結果となった。
　一方、訪問診療や訪問リハビリなど、コロナ禍にあっても伸
びが見られた部門もあり、比較的堅調な健診部門などと合わ
せ、将来の収益確保を図る部門として強化していく必要があ
る。
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病床稼働率 病床稼働率 病床稼働率

外来収益 外来収益 外来収益

項目

入院収益 入院収益 入院収益

入院患者数 入院患者数 入院患者数

外来患者数 外来患者数 外来患者数



項目別評価

評価 評価

【目標】 【目標】 【実績】

令和6年度
目標

令和4年度
目標

令和2年度
実績

令和3年度
実績

令和4年度
実績

71.3 ％ 69.4 ％ 75.2 ％ 79.6 ％ 76.0 ％

11.5 ％ 11.6 ％ 13.3 ％ 11.0 ％ 11.5 ％

17.9 ％ 20.0 ％ 18.1 ％ 20.2 ％ 21.4 ％

大項目 第４　財務内容の改善に関する事項

小項目
２　収入の確保と経費の節減
（２）経費の節減

中期目標
地方独立行政法人として自主性の高い運営形態であることの利点を生かし、費用のなかでも大きな割合を占める給与費、材料費等について、人事給与制度の見直しや弾力的な人員
配置、民間手法も活用した全般的な業務の見直し、効率化によって経費の節減を図ること。

対医業収益材料費比率

玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等
中期計画 年度計画

法人による自己評価

対医業収益材料費比率

対医業収益経費比率 対医業収益経費比率 対医業収益経費比率

　エネルギー価格とともに物
価が高騰した状況下であった
が、２病院での薬剤・診療材
料の品目統一、ＳＰＤ業務の
統一によりスケールメリット
を生かして、対医業収益給与
費比率と対医業収益経費比率
は目標を下回ったものの、対
医業収益材料費比率が目標を
達成したことを評価した。

項目 項目

　２病院が統合することの利点を
最大限活用し、新たな人事給与制
度のもとで効果的な運用を行うと
ともに、２病院間及び新病院にお
ける効率的な人員配置により給与
費の適正化を図る。
　また、官民の経営手法を活かし
た業務内容の精査を進め、必要性
の有無だけでなく、契約手法から
契約内容に至るまでの業務全般に
わたる経費の節減を図る。特に、
診療材料や薬品等においては、経
営統合によるスケールメリットを
活かした積極的な価格交渉により
費用の圧縮を図る。

　２病院間での効果的な人員の配
置を模索し給与費全体の適正化を
図るとともに、業務全般にわたる
精査を進め、集約及び廃止等によ
り経費の節減を図る。また、診療
材料や薬品等においては、品目の
すり合せ等によりスケールメリッ
トを活かした積極的な価格交渉を
行う。

　急激な光熱費や物価高騰が進み、さらに今後も高止まりが見
込まれる状況にあって、薬剤や診療材料の品目の統一、ＳＰＤ
業務の統一など、２病院統合による調達に関する情報の共有や
スケールメリットを生かせるよう取り組んだ。
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項目

対医業収益給与費比率 対医業収益給与費比率 対医業収益給与費比率

対医業収益材料費比率



項目別評価

評価 評価

大項目 第４　財務内容の改善に関する事項

小項目 ３　運営費負担金

中期目標
市が負担する運営費負担金は、公的な医療機関としての役割を果たすために必要な不採算医療や政策的医療を実施するため、法人の収入のみをもって事業の継続が困難であると認
められる経費等について負担されるものであり、財政負担への理解が得られるよう効率的な経営に努め、自立した運営を図ること。

 運営費負担金の対象である
救急医療や小児医療等の政策
医療の経費の節減に努め、診
療実績の向上に取り組んでい
る点を評価している。
 新病院が開院し施設が統合
されるまでの当面の間は、統
合初期の移行期を補填する意
味で一時的に運営費交付金と
して措置を行っているが、期
間を区切ったものであるの
で、独立採算の原則に基づ
き、安定的な運営が継続され
るよう収入の確保と経費の削
減に努められるよう期待す
る。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　運営費負担金は公的な医療を継
続して提供するために救急医療、
小児医療などの不採算医療及び政
策的医療に係る経費に充当するも
のとして必要最低限に留め、独立
採算の原則に基づき縮減を図る。
　新病院建設を始めとする建設改
良費及び長期借入金等元利償還金
に充当される運営費負担金につい
ては、最大限設備投資に係るコス
トの縮減を図り、負担の軽減に努
める。

　運営費負担金は公的な医療を継
続して提供するために救急医療、
小児医療などの不採算医療及び政
策的医療に係る経費に充当するも
のとして必要最低限に留め、独立
採算の原則に基づき縮減を図る。
　新病院建設を始めとする建設改
良費及び長期借入金等元利償還金
に充当される運営費負担金につい
ては、最大限設備投資に係るコス
トの縮減を図り、負担の軽減に努
める。

　運営費負担金の対象となる救急医療や小児医療などの政策医
療について診療実績を向上させるための取り組みを行った。
　また、建築資材や燃料費の高騰等の影響により新病院建設に
係る事業費の大幅な増加が見込まれることから、イニシャルコ
ストやランニングコスト圧縮による将来的な負担軽減を図るた
め、再度ＶＥ等について検討を行うなど、費用の縮減に努め
た。

3 3



項目別評価

評価 評価

大項目 第５　その他業務運営に関する重要事項

小項目 １　新病院の整備

中期目標
本市に必要となる規模・機能を備えた新病院となるよう、将来的な医療需要を把握し適切な新病院の整備を進めること。また、その後の施設の維持管理についても適正な管理に努
めるとともに、地域全体の医療資源を把握した上で、効果的な整備計画の推進を行うこと。

　令和５年２月に新病院の建
設工事に着手し、設計委託業
者、施工業者等と協議を行
い、物価高騰の影響により費
用が増加したものの、必要な
機能を整理して費用の圧縮に
努めながら、工期の遅れもな
く着実に準備を進めている点
を評価した。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　地域医療の中核を担う病院とし
て、将来的な医療需要も勘案した
適正かつ多様な機能を備えた新病
院の整備を進めるとともに、本市
の医療連携の拠点としての役割を
担うことのできる施設とする。

　効率な配置、機能、利用者の利
便性を重視した建物と整備費全体
のコストの両方を意識した新病院
設計業務を進める。

　患者の利便性を重視するとともに、職員にとっても使いやす
い病院整備を目指し、専門的な知見を活用しながら、設計委託
業者との細部にわたる協議を行った。
　また、建築資材や燃料費の高騰、品薄状態が続いている影響
等により、新病院建設に係る事業費の大幅な増加や工期につい
ても先行き不透明な状況の中で、地域の中核医療機関としての
必要な機能を損なうことなく整備費用やランニングコストを圧
縮するため、再度ＶＥ等の検討を行い、縮減に努めた。

3 3



項目別評価

評価 評価

大項目 第５　その他業務運営に関する重要事項

小項目 ２　新病院への移行

中期目標 新病院の開院に際しては、２病院が持つ機能を１病院へと集約するために、安全に移転作業を進めるとともに、円滑な新病院への移行に努めること。

　専門コンサルティングの知
見を活用し、必要な医療機器
の選定や移転方法の検討等計
画的に準備を進めている点を
評価した。
　引き続き新病院への移転作
業の検討を行い、スムーズな
移転が行われることを期待す
る。

中期計画 年度計画
法人による自己評価 玉野市による評価

実施状況（評価の判断理由、改善方策） 評価の判断理由・意見等

　患者や医療機器の移転から、開
院時の混乱を極力減らすことので
きるよう、十分な準備のもと、円
滑な移行作業を行う。

　移転と調達が必要な機器、物品
等の整理を行い、新病院への引っ
越し作業に向けた準備を行う。

　令和７年１月の新病院開院を目指し、運営方法の検討や医療
情報システム、医療機器等の調達と合わせ、移転準備について
も専門コンサルティングによる先進事例や知見を活用した検討
作業を行う計画とし、作業に着手した。

3 3



項目別評価

１　予算（令和４年度） ２　収支計画（令和４年度） ３　資金計画（令和４年度）

R4計画 R4実績 R4計画 R4実績 R4計画 R4実績

収入 収入の部 4,495 4,361 資金収入 6,483 4,793

営業収益 4,433 4,304 営業収益 4,450 4,282 業務活動による収入 4,495 4,328

医業収益 3,983 3,565 医業収益 3,983 3,535 診療業務による収入 3,983 3,524

運営費負担金交付金 417 417 運営費負担金交付金 417 417 運営費負担金による収入 439 435

その他営業収益 33 322 資産見返負債戻入 17 8 その他の業務活動による収入 73 369

営業外収益 45 45 その他営業収益 33 322 投資活動による収入 0 84

運営費負担金 5 1 営業外収益 45 58 その他の投資活動による収入 0 84

その他の営業外収益 40 44 運営費負担金 5 18 財務活動による収入 1,988 381

資本収入 2,005 398 その他の営業外収益 40 40 長期借入による収入 1,988 381

運営費負担金 17 17 臨時利益 0 21 その他の財務活動による収入 0 0

長期借入金 1,988 381 前年度からの繰越金 700 1,342

その他資本収入 0 0 支出の部 4,397 4,179

その他の収入 0 0 営業費用 4,333 3,991 資金支出 6,292 4,573

計 6,483 4,747 医業費用 4,006 3,685 業務活動による支出 4,224 4,127

給与費 2,558 2,407 給与費支出 2,853 2,735

支出 材料費 442 405 材料費支出 442 414

営業費用 3,998 3,684 経費 850 739 その他の業務活動による支出 929 978

医業費用 3,698 3,409 減価償却費 141 131 投資活動による支出 1,991 369

給与費 2,392 2,183 研究研修費 15 3 有形固定資産の取得による支出 1,991 368

材料費 442 415 一般管理費 327 306 その他の投資活動による支出 0 1

経費 849 808 営業外費用 53 152 財務活動による支出 77 77

研究研修費 15 3 臨時損失 11 36 長期借入金の返済による支出 0 0

一般管理費 300 275 移行前地方債償還債務の償還による支出 76 31

営業外費用 64 27 純利益 98 182 その他の財務活動による支出 1 46

資本支出 2,067 446 目的積立金取崩額 0 0 次期中期目標期間への繰越金 891 1,562

建設改良費 1,991 369 総利益 98 182

償還金 76 77

その他の支出 1 0

計 6,130 4,157

区分 区分

第６　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画大項目

区分



項目別評価

大項目 第７　短期借入金の限度額

年度計画

１　限度額　　７００百万円
２　想定される短期借入金の発生事由
（１）賞与の支給等による一時的な資金不足への対応
（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶
　　発的な出費への対応
（３）施設整備、医療機器等の購入に係る一時的な資金不
　　足への対応

１　限度額　　７００百万円
２　想定される短期借入金の発生事由
（１）賞与の支給等による一時的な資金不足への対応
（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶
　　発的な出費への対応
（３）施設整備、医療機器等の購入に係る一時的な資金不
　　足への対応

実施状況

実績なし

中期計画

大項目 第８　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

年度計画 実施状況

新病院への移転に伴い、玉野市民病院の土地、建物は玉野
市への納付又は譲渡を行う。

なし －

中期計画

大項目 第９　剰余金の使途

年度計画 実施状況

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、
医療機器の購入、教育・研修体制の充実、将来の資金需要
に対応するための預金等に充てる。

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、
医療機器の購入、教育・研修体制の充実、将来の資金需要
に対応するための預金等に充てる。

年度計画により実施しました

中期計画

大項目 第10　料金に関する事項

年度計画 実施状況

１　料金
（１）健康保険法（大正11年法律第70号）、高齢者の医療
　　の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）、介護保
　　険法（平成９年法律第123号）、その他の法令等に基
　　づき算定した額
（２）前号の規定により難いものについては、別に理事長
　　が定める額
　
２　料金の減免
　理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全
部又は一部を減免することができる。

１　料金
（１）健康保険法（大正11年法律第70号）、高齢者の医療
　　の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）、介護保
　　険法（平成９年法律第123号）、その他の法令等に基
　　づき算定した額
（２）前号の規定により難いものについては、別に理事長
　が定める額
　
２　料金の減免
　理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全
部又は一部を減免することができる。

年度計画により実施しました

中期計画



項目別評価

１　施設及び設備に関する計画（令和３年度～令和６年度） １　施設及び設備に関する計画（令和４年度） １　施設及び設備に関する計画（令和４年度）

２　人事に関する計画 ２　人事に関する計画 ２　人事に関する計画

（１）適切な人員配置 （１）適切な人員配置 （１）適切な人員配置

（２）人事・給与制度の構築 （２）人事・給与制度の構築 （２）人事・給与制度の構築

３　中期目標の期間を超える債務負担

（１）移行前地方債償還債務

（２）長期借入金償還債務

４　積立金の処分に関する計画

なし

中期計画 年度計画 実施状況

病院施設、医療機器等整備

新病院建設整備

施設及び設備の内容 財源

玉野市長期借入金等

玉野市長期借入金等

予定額

100

7,328

施設及び設備の内容 決算額 財源

病院施設、医療機器等整備

　２病院体制による機能分化を進め、それぞれの病院がもつ
役割に合わせた適切な人員配置を行う。

　統合・再編に伴う人事・給与制度の統一と業績や職責に応
じた評価制度の確立を行うとともに、２病院間での人事交
流・人事異動等により様々な医療現場での経験を通して人材
の育成に努める。

内容

移行前地方債償還債務

大項目 第11　地方独立行政法人玉野医療センターの業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項

施設及び設備の内容 予定額 財源

病院施設、医療機器等整備

中期目標期間
償還額

次期以降
償還額

総債務
償還額

133 13 146

次期以降
償還額

総債務
償還額

長期借入金償還債務 99 7,299 7,328

内容
中期目標期間

償還額

　統合・再編に伴う人事・給与制度の統一と業績や職責に応
じた評価制度の確立を行うとともに、２病院間での人事交
流・人事異動等により様々な医療現場での経験を通して人材
の育成に努める。

53 玉野市長期借入金等

新病院建設整備 1,938 玉野市長期借入金等

　２病院体制による機能分化を進め、それぞれの病院がもつ
役割に合わせた適切な人員配置を行う。

　２病院体制による機能分化を進め、それぞれの病院が
もつ役割に合わせた適切な人員配置を行う。また、２病
院間での人事異動についても取り組みを進める。

　統合・再編に伴う人事・給与制度の統一と業績や職責
に応じた評価制度の確立を行うとともに、２病院間での
人事交流・人事異動等により様々な医療現場での経験を
通して人材の育成に努めた。

32 玉野市長期借入金等

新病院建設整備 318 玉野市長期借入金等


